
＜条例改正の概要＞

（１）保険料率等の変更

①基礎賦課額 （単位：円・％）

②後期高齢者支援金等賦課額 （単位：円・％）

③介護納付金賦課額 （単位：円・％）

第19条の2
均
等
割

7割減額（1号） 10,920 10,290

49 51 50 50

5割減額（2号） 7,800 7,350

2割減額（3号） 3,120 2,940

保険料賦課限度額 160,000 160,000

平成29年度（案） 平成28年度

第16条の4
第16条の5

保険料率
均等割 15,600 14,700

所得割 1.39/100 1.35/100

賦 課 割 合
所得割 均等割 所得割 均等割

第19条の2
均
等
割

7割減額（1号） 7,770 7,560

60 40 61 39

5割減額（2号） 5,550 5,400

2割減額（3号） 2,220 2,160

保険料賦課限度額 190,000 190,000

平成29年度（案） 平成28年度

第15条の12
第15条の16

保険料率
均等割 11,100 10,800

所得割 1.96/100 2.02/100

賦 課 割 合
所得割 均等割 所得割 均等割

7,080

均等割 所得割 均等割

平成29年度（案） 平成28年度

第15条の4
第15条の8

保険料率
均等割 38,400 35,400

所得割 7.47/100 6.86/100

賦 課 割 合
所得割

第３６号議案　品川区国民健康保険条例の一部を改正する条例

第19条の2
均
等
割

61 39 61 39

保険料賦課限度額 540,000 540,000

7割減額（1号） 26,880 24,780

5割減額（2号） 19,200 17,700

2割減額（3号） 7,680

年度
条文および区分

条文および区分
年度

年度
条文および区分

厚 生 委 員 会 資 料
平 成 2 9 年 3 月 1 7 日
健康推進部国保医療年金課
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④軽減対象となる所得基準額の引上げ （単位：円）

（２）その他の変更

（３）施行期日

平成29年４月１日

  地方税法の一部を改正する法律および所得税法等の一部を改正する法律により、関係政
令が改正されたことをうけ、保険料の所得割額算定の際等に用いられる所得金額（他の所得
と区分して計算される所得）について、下記①～③の改正を行う。

①「他の所得と区分して計算される所得の金額」のうち、「上場株式等に係る配当所得の金
額」について、申告された特定公社債等に係る利子所得についても算定の基礎に加える。

②「他の所得と区分して計算される所得の金額」のうち、「株式等に係る譲渡所得の金額」に
ついて、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」
に区分して算定の基礎とする。

③「他の所得と区分して計算される所得の金額」に、新たな区分として「特例適用利子等の
額」および「特例適用配当等の額」を加えて算定の基礎とする。

2割減額（3号）
490,000 480,000

所得基準額算定式

平成29年度（案） 平成28年度

第19条の2

5割減額（2号）
270,000 265,000

所得基準額算定式

年度
条文および区分
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新旧対照表 

○品川区国民健康保険条例 

新 旧 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定） （一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定） 

第15条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の

所得に係る地方税法第314条の２第１項に規定する総所得金額および山林所

得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額（同法附則第33

条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附則第３

５条の２の６第１１項または第１５項の規定の適用がある場合には、その適

用後の金額）、同法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得

等の金額、同法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別

措置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項もしくは第２項、第34条第

１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、第35条の２第

１項または第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により

同法第31条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除

した金額）、地方税法附則第35条第５項に規定する短期譲渡所得の金額（租

税特別措置法第33条の４第１項もしくは第２項、第34条第１項、第34条の２

第１項、第34条の３第１項、第35条第１項または第36条の規定の適用がある

場合には、これらの規定の適用により同法第32条第１項に規定する短期譲渡

所得の金額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第35条の２第

５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の３第

15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第35条の

２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第35

条の２の６第15項または第35条の３第13項もしくは第15項の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額）、同法附則第35条の４第４項に規定する

先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第35条の４の２第７項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額）、外国居住者等の所得に対する相互

主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号。

以下「外国居住者等所得相互免除法」という。）第８条第２項（外国居住者

等所得相互免除法第１２条第５項および第１６条第２項において準用する

場合を含む。第１９条の２第１号において同じ。）に規定する特例適用利子

等の額、外国居住者等所得相互免除法第８条第４項（外国居住者等所得相互

第15条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の

所得に係る地方税法第314条の２第１項に規定する総所得金額および山林所

得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額（同法附則第33条

の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第33条の

３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第４項

に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第

33条の４第１項もしくは第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条

の３第１項、第35条第１項、第35条の２第１項または第36条の規定に該当す

る場合には、これらの規定の適用により同法第31条第１項に規定する長期譲

渡所得の金額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第35条第５

項に規定する短期譲渡所得の金額（租税特別措置法第33条の４第１項もしく

は第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第

１項または第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同

法第32条第１項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した

金額）、地方税法附則第35条の２第６項に規定する株式等に係る譲渡所得等

の金額（同法附則第35条の２の６第11項もしくは第15項または第35条の３第

11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第35条の

４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第35条の４の

２第７項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、租税条約等の

実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44

年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第

10項に規定する条約適用利子等の額および租税条約等実施特例法第３条の２

の２第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同

じ。）の合計額から地方税法第314条の２第２項の規定による控除をした後の

総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得

の金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に第15条の

４の所得割の保険料率を乗じて算定する。 
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新 旧 

免除法第１２条第６項および第１６条第３項において準用する場合を含む。

同号において同じ。）に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に

伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律

第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第10項に

規定する条約適用利子等の額および租税条約等実施特例法第３条の２の２

第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。）

の合計額から地方税法第314条の２第２項の規定による控除をした後の総所

得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の

金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に第15条の４

の所得割の保険料率を乗じて算定する。 

（第２項省略） 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率） （一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率） 

第15条の４ 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとす

る。 

第15条の４ 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(１) 所得割 100分の7.47 (１) 所得割 100分の6.86

(２) 被保険者均等割 被保険者１人につき３万8,400円（第２項省略） (２) 被保険者均等割 被保険者１人につき３万5,400円

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） （一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） 

第15条の12 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次

のとおりとする。 

第15条の12 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次

のとおりとする。 

(１) 所得割 100分の1.96 (１) 所得割 100分の2.02

(２) 被保険者均等割 被保険者１人につき１万1,100円 (２) 被保険者均等割 被保険者１人につき１万800円

２ 前項第１号の所得割は、一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額

の100分の60に相当する額を一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年

の所得に係る基礎控除後の総所得金額等の見込額（令第29条の７第３項第４

号ただし書に規定する場合にあつては、省令第32条の９の２に規定する方法

により補正された後の金額とする。）の総額で除して得た数とし、同項第２

号の被保険者均等割は、一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の

100分の40に相当する額を当該年度の初日における一般被保険者の見込数で

除して得た額とする。 

２ 前項第１号の所得割は、一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額

の100分の61に相当する額を一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年

の所得に係る基礎控除後の総所得金額等の見込額（令第29条の７第３項第４

号ただし書に規定する場合にあつては、省令第32条の９の２に規定する方法

により補正された後の金額とする。）の総額で除して得た数とし、同項第２

号の被保険者均等割は、一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の

100分の39に相当する額を当該年度の初日における一般被保険者の見込数で

除して得た額とする。 

第16条の４ 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、

次のとおりとする。 

第16条の４ 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、

次のとおりとする。 

(１) 所得割 100分の1.39 (１) 所得割 100分の1.35

(２) 被保険者均等割 被保険者１人につき１万5,600円 (２) 被保険者均等割 被保険者１人につき１万4,700円
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新 旧 

２ 前項第１号の所得割は、介護納付金賦課総額の100分の49に相当する額を

介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基

礎控除後の総所得金額等の見込額（令第29条の７第４項第４号ただし書に規

定する場合にあつては、省令第32条の10に規定する方法により補正された後

の金額とする。）の総額で除して得た数とし、同項第２号の被保険者均等割

は、介護納付金賦課総額の100分の51に相当する額を当該年度の初日におけ

る介護納付金賦課被保険者の見込数で除して得た額とする。 

２ 前項第１号の所得割は、介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額を介

護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控

除後の総所得金額等の見込額（令第29条の７第４項第４号ただし書に規定す

る場合にあつては、省令第32条の10に規定する方法により補正された後の金

額とする。）の総額で除して得た数とし、同項第２号の被保険者均等割は、

介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額を当該年度の初日における介

護納付金賦課被保険者の見込数で除して得た額とする。 

（保険料の減額） （保険料の減額） 

第19条の２ 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の額は、第

14条の４または第15条の５の基礎賦課額からそれぞれ当該各号のアに定め

る額を減額して得た額（当該減額して得た額が54万円を超える場合には、54

万円）、第15条の10または第15条の13の後期高齢者支援金等賦課額からそれ

ぞれ当該各号のイに定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が19

万円を超える場合には、19万円）および第16条の２の介護納付金賦課額から

それぞれ当該各号のウに定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が

16万円を超える場合には、16万円）の合算額とする。 

第19条の２ 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の額は、第

14条の４または第15条の５の基礎賦課額からそれぞれ当該各号のアに定める

額を減額して得た額（当該減額して得た額が54万円を超える場合には、54万

円）、第15条の10または第15条の13の後期高齢者支援金等賦課額からそれぞ

れ当該各号のイに定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が19万円

を超える場合には、19万円）および第16条の２の介護納付金賦課額からそれ

ぞれ当該各号のウに定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が16万

円を超える場合には、16万円）の合算額とする。 

(１) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に、保険料の納付義

務が発生した場合には、その発生した日とする。）現在においてその世帯

に属する被保険者および特定同一世帯所属者（法第６条第８号の規定によ

り被保険者資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者

をいう。以下同じ。）につき算定した地方税法第314条の２第１項に規定

する総所得金額（同法第317条の２第１項第２号に規定する青色専従者給

与額または同法第313条第５項に規定する事業専従者控除額については、

同条第３項、第４項または第５項の規定を適用せず、所得税法（昭和40

年法律第33号）第57条第１項、第３項または第４項の規定の例によらない

ものとし、地方税法第314条の２第１項に規定する山林所得金額および他

の所得と区分して計算される所得の金額（同法附則第33条の２第５項に規

定する上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附則第35条の２の６第11

項または第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法

附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附

則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第５項に

規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の２第５項に規定する一般

株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の３第15項の規定の適用

(１) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に、保険料の納付義

務が発生した場合には、その発生した日とする。）現在においてその世帯

に属する被保険者および特定同一世帯所属者（法第６条第８号の規定によ

り被保険者資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者を

いう。以下同じ。）につき算定した地方税法第314条の２第１項に規定する

総所得金額（同法第317条の２第１項第２号に規定する青色専従者給与額ま

たは同法第313条第５項に規定する事業専従者控除額については、同条第３

項、第４項または第５項の規定を適用せず、また、所得税法（昭和40年法

律第33号）第57条第１項、第３項または第４項の規定の例によらないもの

とし、地方税法第314条の２第１項に規定する山林所得金額および他の所得

と区分して計算される所得の金額（同法附則第33条の２第５項に規定する

上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第33条の３第５項に規定する

土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第４項に規定する長期譲

渡所得の金額、同法附則第35条第５項に規定する短期譲渡所得の金額、同

法附則第35条の２第６項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額（同法

附則第35条の２の６第11項もしくは第15項または第35条の３第11項の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第35条の４第４項
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がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第35条の２の２第５項に

規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の２の６第

15項または第35条の３第13項もしくは第15項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）、同法附則第35条の４第４項に規定する先物取引

に係る雑所得等の金額（同法附則第35条の４の２第７項の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金額）、外国居住者等所得相互免除法第８条第

２項に規定する特例適用利子等の額、外国居住者等所得相互免除法第８条

第４項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第３条の２

の２第10項に規定する条約適用利子等の額および租税条約等実施特例法

第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条

において同じ。）の算定についても同様とする。以下この条において同じ。）

および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額

の合算額が、地方税法第314条の２第２項に規定する金額を超えない世帯

に係る保険料の納付義務者 

に規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第35条の４の２第７

項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、租税条約等実施特

例法第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額および租税条約

等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額をい

う。以下この条において同じ。）の算定についても同様とする。以下この

条において同じ。）および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算

される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の２第２項に規定する金額

を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人につき２万6,880

円

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人につき２万4,780

円

イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人

につき7,770円

イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人に

つき7,560円

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人につき1万

920円

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人につき1万

290円

(２) 前号に規定する総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と

区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の２第２項

に規定する金額に、27万円に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に、

保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。）現在に

おいてその世帯に属する被保険者の数および特定同一世帯所属者の数の

合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納

付義務者であつて、前号に該当する者以外の者 

(２) 前号に規定する総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区

分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の２第２項に規

定する金額に、26万5,000円に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に、

保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。）現在に

おいてその世帯に属する被保険者の数および特定同一世帯所属者の数の合

計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義

務者であつて、前号に該当する者以外の者 

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人につき１万9,200

円

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人につき１万7,700

円

イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人

につき5,550円

イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人に

つき5,400円

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人につき

7,800円

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人につき

7,350円
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(３) 第１号に規定する総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得

と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の２第２

項に規定する金額に、49万円に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に、

保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。）現在に

おいてその世帯に属する被保険者の数および特定同一世帯所属者の数の

合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納

付義務者であつて、前２号に該当する者以外の者 

(３) 第１号に規定する総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と

区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の２第２項に

規定する金額に、48万円に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に、保

険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。）現在にお

いてその世帯に属する被保険者の数および特定同一世帯所属者の数の合計

数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務

者であつて、前２号に該当する者以外の者 

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人につき7,680円 ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人につき7,080円

イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人

につき2,220円

イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人に

つき2,160円

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人につき

3,120円

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人につき

2,940円

付 則 

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第15条、第15条の４、第15条の12、第16条の４および第19条の２

の規定は、平成29年度分の保険料から適用し、平成28年度分までの保険料に

ついては、なお従前の例による。 
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国民健康保険制度の広域化へ向けた動向

特別区（東京２３区）では、現在例外的に国基準とは異なり、保険料率などについて統一的な取

り扱いをしている。 

・国民健康保険料について特別区で統一的な保険料率を設定（介護分を除く） 

・高額療養費を保険料率算定時に賦課総額へ見込まない措置を行う（※） 

 （・・・本来より算定用賦課総額が少なくなり、結果的に保険料率を引き下げている） 

⇒現在、都道府県化の動向を踏まえて、特別区で協議を行っている。 

※平成２６年度から段階的に賦課総額への算入を実施しており、平成３０年度から国基準と同じとなる予定。 

２．特別区の国民健康保険の動向 
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国民健康保険制度の見直し（保険料関係・平成2９年度施行予定）

● 低所得者の国民健康保険料負担軽減：保険料均等割軽減判定所得の見直し（品川区国民健康保険条例 第 19 条の２） 
軽減措置の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を引き上げる。 

   ⇒軽減対象者が拡大する。  

※賦課限度額については現行基準（「基礎賦課分：54万」、「後期支援分：19万」、「介護分：16万」）を据え置く。 
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平成 29 年度 特別区国民健康保険基準料率等の設定について 

１ 平成 29 年度基準保険料率算定における基本的な考え方 

①高額療養費等の賦課総額算入率 75％（75/100：前年度比8％増） 

高額療養費等の賦課額については、平成28 年度基準保険料率算定時に確認された段階的な

算入(国保の広域化の1 年延伸に伴う見直し)を継続するが、平成29 年度は、平成27 年度の医

療費の伸びから推計した、1 人当たり療養給付費の増(28 年度⇒29 年度：6,026 円増)を勘案

し、高額療養費等の賦課総額算入率を8％に抑えた75％（75/100）とする。 

②賦課割合は５８：４２とする 

平成28 年度と比較して、1 人当たり医療費の増、及び高額療養費等の賦課総額への継続的

な算入に伴い、保険料の上昇幅が大きくなるため、保険料負担が厳しい世帯に配慮し、賦課割

合を据え置き、58：42 とする。 

③医療費適正化施策への対応 

各区の既存事業のうち、先進的な取組みや医療費適正化に効果が見込める事業について検証

を行うとともに、平成３０年度以降の国保制度改革を踏まえ、特別区全体として事業実施でき

るよう、各区の実情に応じた目標年次を定め、今後、段階的に事業の標準化を図っていく。 

また平成２９年度は、当面の対応として、被保険者への直接的なアプローチも含め、広報媒

体を通じて医療費適正化への啓発を継続し、合わせて医師会・薬剤師会等の関係機関に対し、

糖尿病重症化予防に関する協力やジェネリック医薬品の利用促進等への働きかけを広域的に

行っていく。
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２ 保険料算定を取り巻く状況 

(1)被保険者数 

被保険者数は、これまでの実績及び推計から以下のように見込んでいる。

一 般･･･社会保険への加入増や高齢化に伴う後期高齢者医療制度への移行により、 

前年度比 2.3％減少すると見込まれる。 

退 職･･･退職者医療制度が廃止され、新規加入がなくなるため、被保険者数は、前年度比 24．3% 

            減少すると見込まれる。 

(2)賦課総額 

賦課総額を構成する要素については、以下のとおり見込んで算定した。

① 被保険者数は、稼働層の社会保険への加入増と高齢化に伴う後期高齢者医療制度へ

の移行により減少する。 

⇒保険料と保険給付バランスの不均衡 

② 療養給付費は、被保険者全体に占める前期高齢者の加入割合が増加し、さらに調剤 

医療費の増加の影響により、１人当たり医療費が増加する。 

⇒医療費増大の加速化

③ 前期高齢者交付金は、27 年度の療養給付費の増の影響により交付金が増加し、さらに 

前々年度の精算分としての返納額が減少するため、総額は増加する。 

⇒基礎分保険料の減

④ 後期高齢者支援金の概算分は、加入者１人当たり負担見込額の増により増加し、前々

年度の精算分としての還付額が増加するものの、結果として総額は増加する。 

⇒支援金分保険料の増 

⑤ 病床転換支援金は、負担が課されないこととし、反映。 

⑥ 高額療養費等の賦課額は、ロードマップに基づき、75/100 を算入する。(約 256 億円)

(3)旧ただし書所得額（見込み額）について 

被保険者 1人当たりの旧ただし書所得は、最近の景気動向から、0.5％増を見込んだ。
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品川区国保における保険料率等の推移

【基礎分＆後期高齢者支援金分】

61：39 60：40 61：39 61：39 60:40 60:40 60:40 60:40 60:40 60:40

支援金分 7.47% 1.96% 6.86% 2.02% 6.45% 1.98% 6.30% 2.17% 6.02% 2.34%

支援金分 38,400円 11,100円 35,400円 10,800円 33,900円 10,800円 32,400円 10,800円 30,600円 10,800円

支援金分 540,000円 190,000円 540,000円 190,000円 520,000円 170,000円 510,000円 160,000円 510,000円 140,000円

80,717円 26,902円 75,965円 26,793円

(81,000) (27,000) (76,500円) (27,000円)

【介護納付金分】

14,700円

160,000円

6,711円

+6.01%

27,692円

平成28年度

90,769円

平成28年度

50%

61:39

8.88%

46,200円

730,000円

14,700円

160,000円

4,131円
(3,750円)
+3.84%

(+3.47%)

平成27年度

50%

　　　　　減額措置実施前・減額措置実施後額と106,545円との差（増減率）を記載。

50%

平成27年度

50%

60:40

8.43%

44,700円

690,000円

    ※4　上段部分は前年度分と比較した減額措置実施後の金額・率。平成27年度は減額措置を実施しないが、26年度の

保

険

料

率

等

均 等 割 額 15,300円 15,000円

賦課限度額 140,000円 120,000円

（所得割：均等割）

賦 課 割 合
50:50 49:5149:5150:5049:51

賦 課 率 50% 50%

前年度との差

平成26年度 平成25年度

    ※3　平成25・26年度の（　）内は減額措置前の1人当たり保険料の前年度との差。

(4,500円) (275円)
3,052円

(+4.35%) (+0.27%)
率

+4.73% +3.06%
1人当たり保険料

金額
4,861円

基礎分

1人当たり保険料 107,619円 102,758円
118,461円126,212円

基礎分

基礎分

（減額措置による減額前の値） (108,000円) (103,500円)

43,200円 41,400円

保

険

料

率

等

所得割率 8.47% 8.36%

賦課限度額 670,000円 650,000円

基礎分

均等割額

（所得割：均等割）

賦 課 割 合 60:40 60:40

平成26年度

賦 課 率 50% 50%

平成25年度

27,000円

※1　健診・保健指導の賦課率は1/3

※2  平成24年度は旧ただし書方式移行に係る経過措置を実施。平成25・26年度は減額措置を実施。

111,750円

支援金分

平成29年度（案）

50%

61:39

9.43%

49,500円

730,000円

15,600円

160,000円

    ※5　一人当たり保険料は各年度の料率試算見込時の比較。

98,462円 27,750円

7,751円

+6.54%

平成29年度（案）

50%

84,750円

※1

※2

※3

※3

※2

※3

※3

※4

※4

※5
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